
海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るた

め、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法

律第１１２号。以下「法」という。）第８条の規定にする住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅のうち、法第９条第１項第７号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住

宅（以下「専用住宅」という。）の賃貸人に対し、予算の範囲内において当該専用

住宅の家賃低廉化に係る費用の一部を補助する海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸

住宅家賃低廉化補助金（以下「低廉化補助金」という。）の交付に関し、海老名市

補助金等の交付に関する規則（昭和５８年規則第１２号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 住宅確保要配慮者 高齢者世帯や障害者世帯など法及び国土交通省令に定め

る住宅確保要配慮者に加え、海老名市住宅確保要配慮者に係る賃貸住宅供給促

進計画で定めるものをいう。 

(２) 専用住宅 法に基づき、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として神奈

川県に登録された住宅をいう。 

(３) 市税等 海老名市市税条例(平成２９年条例第２５号)第３条に規定する市税

及び国民健康保険税をいう。 

（補助対象者） 

第３条 低廉化補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全

てに該当する者とする。 

(１)  家賃低廉化をしようとする市内の専用住宅（以下「補助対象住宅」という。 

）の賃貸人 



(２)  前号の賃貸人は、次に掲げる場合は、当該補助事業の実施についてそれぞれ  

に定める者の承諾を得ていること。 

   ア 補助対象住宅の所有者又は共有者でない場合 補助対象住宅の所有者又は

共有者全員 

イ 補助対象住宅の共有者であるとき 他の共有者全員 

(３)  市税等の滞納がないこと。 

(４)  海老名市暴力団排除条例（平成２２年条例第４３号）第２条第２号に掲げる

暴力団、同条第４号に掲げる暴力団員等又は同条第５号に掲げる暴力団経営支

配法人等に該当する者でないこと。 

 （補助対象住宅） 

第４条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

(１) 市の区域内にある住宅であること。 

(２) 専用住宅として神奈川県に登録されている住宅であること。 

(３) 次条第３号アからウまでに該当する世帯が入居する場合は、その住戸の床面

積の規模は、４０平方メートル以上であること。ただし、入居世帯がひとり親

世帯（子ども（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者。

以下同じ。）を養育している者が１人及び子どもが少なくとも１人属する世帯

をいう。）である場合は、この限りではない。 

（入居者の要件） 

第５条 補助対象住宅の入居者は次の各号に定める要件の全てに該当する者とする。

ただし、市長が特に必要と認める場合は、その限りでない。 

(１) 住宅確保要配慮者であること。 

(２) 海老名市に引き続き１年以上居住（住宅確保要配慮者と同居する１歳未満の

子ども及び住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等であって市長がやむを得

ないと認めるものを除く。）していること。 

(３) 世帯の所得（公営住宅法施行令第１条第３号に定める収入の例により算出し

た額）が、１５万８千円以下であること。ただし、次のア、イに該当する世帯



にあっては２１万４千円以下、ウに該当する世帯にあっては２５万９千円以下

であること。 

  ア 子ども又は妊娠している者がいる世帯 

  イ 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他

婚姻の予約者を含む。）を得て５年以内の世帯 

  ウ 同居者に１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯 

(４) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４条に規定する住宅扶助、生

活困窮者自立支援法（昭和２５年法律第１０５号）第３条第３項に規定する生

活困窮者住居確保給付金その他住宅支援に関する給付金を受けていないこと。 

(５) 低廉化補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）の親族

でないこと。 

(６) 入居日時点で申請者が所属する法人等の職員及び従業員でないこと。 

(７) 海老名市暴力団排除条例（平成２２年条例第４３号）第２条第２号に掲げる

暴力団、同条第４号に掲げる暴力団員等又は同条第５号に掲げる暴力団経営支

配法人等に該当する者でないこと。 

(８) 住宅を所有していないこと。 

（賃貸借契約） 

第６条 申請者は、入居者を原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定し

なければならない。 

２ 申請者は、第１０条第２項の規定により補助金交付決定通知書が交付された後に

入居予定者と賃貸借契約を締結するものとする。 

３ 申請者は、入居者が不正な行為によって専用住宅に入居したときは、当該住宅に

係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とするものとする。 

４ 申請者は、次に掲げる場合を除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領

することその他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならないもの

とする。 

(１) 毎月その月分の家賃を受領する場合 



(２) 家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合 

５ 申請者は、入居者に当該住宅を居住の目的で使用させるものとする。 

６ 申請者に交付される１月当たりの低廉化補助金は、賃貸借契約に基づき入居者が

支払うべき家賃の一部とみなし、申請者は入居者から家賃低廉化後の額（当該家賃

から当該補助金の額を減じて得た額をいう。）を徴収するものであることを当該賃

貸借契約において定めるものとする。 

（補助金の額） 

第７条 低廉化補助金の額は、補助対象住宅の家賃を第９条に規定する公営住宅並み

家賃まで引き下げるために要した額（４万円を超える場合は４万円を上限とする。

以下「補助月額」という。）に、補助対象住宅の当該年度における月数（以下「管

理月数」という。）を乗じて得た額とする。 

２ 補助月額は千円を単位とし、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものと

する。 

３ 低廉化補助金の１年度当たりの合計額は、補助対象住宅１戸につき４８万円を上

限とする。 

４ 低廉化補助金の補助期間を通じた総額は、補助対象住宅１戸につき４８０万円を

上限とする。 

５ 第１項の管理月数については、次の各号に該当する期間は、管理月数に含めない

ものとする。 

（１） 空家又は空室である期間 

（２） 入居者が第５条に定める要件を満たしていない期間 

（補助の期間） 

第８条 補助期間は、専用住宅として管理を開始してから１０年間を限度とする。た 

だし、同一の専用住宅への低廉化補助金の総額が上限額を超えない場合にあっては、

当該補助金の総額が４８０万円を超えない範囲で市長の定める期間とすることがで 

きる。 

２ 前項における補助期間は、第５条第３号ア及びウに該当する者のうち世帯の所得



が１５万８千円を超える者については６年間、第５条第３号イに該当する者のうち

世帯の所得が１５万８千円を超える者については３年間を限度とする。 

３ 第１項における補助期間は、賃貸借契約における入居可能日（家賃徴収の始期と

なる日）又は賃貸借契約変更日が、月の初日以外の日であるときは、翌月からの適

用とする。 

４ 第１項における補助期間は、入居者が月の中途で退去した場合、前月までの適用

とする。 

（公営住宅並みの家賃） 

第９条 公営住宅並み家賃は、第１号に定める家賃算定基礎額に、第２号及び第３号

に掲げる数値を乗じて得た額を月額とする。 

（１） 家賃算定基礎額 世帯の所得の区分に応じ、次の表に定める額 

世帯の所得 家賃算定基礎額 

１０４，０００円以下の場合 ３４，４００円 

１０４，０００円を超え、１２３，０００円

以下の場合 

３９，７００円 

１２３，０００円を超え、１３９，０００円

以下の場合 

４５，４００円 

１３９，０００円を超え、１５８，０００円

以下の場合 

５１，２００円 

１５８，０００円を超え、１８６，０００円

以下の場合 

５８，５００円 

１８６，０００円を超え、２１４，０００円

以下の場合 

６７，５００円 

２１４，０００円を超え、２５９，０００円

以下の場合 

７９，０００円 

(２) 市町村立地係数 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第４４条第３項

並びに公営住宅法施行令第２条第１項第１号及び第３号並びに第３条第１項に

規定する国土交通大臣が定める期間等（平成８年建設省告示第１７８３号）第

２号に定める数値 

(３) 規模係数 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅（当該住宅確保要配慮者専用賃貸

住宅が共同住宅である場合にあっては、共用部分（バルコニーを含む。）以外



の部分に限る。）の床面積の合計（小数点第２位以下切捨て。１００平方メー

トルを限度とする。）を６５平方メートルで除した数値（小数点第５位以下切

捨て） 

２ 前項の公営住宅並み家賃を算定する場合の世帯の所得の区分は、毎年４月１日

を基準日とし、前々年の所得に基づき市長が認定する。 

３ 前項の世帯の所得の区分認定後において、世帯員の増減があったときは、当該

入居者からの申請に基づき、再度、世帯の所得の区分を認定するものとする。 

（交付申請等） 

第１０条 申請者は、海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付

申請書（第１号様式）に誓約書（第２号様式）等必要書類を添えて、市長に申請す

るものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、低廉化補助金を交付す

ることを決定したときは海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金

交付決定通知書（第３号様式）により、交付しないことを決定したときは海老名市

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金不交付決定通知書（第４号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

（入居届） 

第１１条 低廉化補助金の交付を決定された者（以下「交付決定者」という。）は、

入居者を決定したときは、速やかに海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低

廉化補助金入居届（第５号様式）により、市長に届け出るものとする。 

（世帯員変更届） 

第１２条 交付決定者は、入居者又は同居者に出産、死亡、転出、氏名の変更その他

の入居者の属する世帯の状況についての変更が生じたときは、当該入居者にその旨

を交付決定者まで届け出させるものとする。 

２ 交付決定者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに海老名市住宅確

保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金世帯員変更届（第６号様式）に市長が必

要と認める書類を添えて、市長に届け出るものとする。 



（退去届） 

第１３条 交付決定者は、入居者が退去したとき、賃貸借契約が終了したとき又は入

居者が死亡したときは、退去した日又はその事実を知った日から３０日以内に、海

老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金退去届（第７号様式）によ

り、市長に届け出るものとする。 

（低廉化補助の継続申請） 

第１４条 交付決定者は、次年度も継続して低廉化補助金を受けようとする場合は、

年度当初に海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付申請書

（第１号様式）により、市長に申請するものとする。この場合においては、第１０

条第２項の規定を準用するものとする。 

（低廉化補助継続の審査） 

第１５条 市長は、同一の入居者に係る家賃低廉化の措置について、補助金の交付期

間３年経過後において継続して補助金の交付をする場合は、３年ごとに当該入居者

について家賃低廉化措置の必要性を審査するものとする。 

２ 市長は、前項の審査において所有者等又は入居者に対し、必要と認める事項につ

いて報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができるものとする。 

（変更承認申請等） 

第１６条 交付決定者は、補助金の交付決定後において当該補助金の申請内容又は入

居者の入居条件に変更が生じた場合は、補助期間の終了日までに、海老名市住宅確

保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金変更承認申請書（第８号様式）により、

市長の承認を受けるものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認するときは海老名

市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金変更承認通知書（第９号様式）

により、不承認とするときは海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補

助金変更不承認通知書（第１０号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告及び額の確定） 

第１７条 交付決定者は、その実績について、次の表のとおり補助期間（四半期ごと）



に応じた報告期間内に海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金実績

報告書（第１１号様式）により、市長に報告するものとする。ただし、補助期間の最

終月より前の月に補助事業が終了する場合は、事業が終了した月の翌月に報告するも

のとする。 

補助期間 報告期間 

第１四半期 ４月～６月 ７月１日～同月末日 

第２四半期 ７月～９月 １０月１日～同月末日 

第３四半期 １０月～１２月 １月４日～同月末日 

第４四半期 １月～３月 ３月３１日 

２ 市長は、前項の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは低

廉化補助金の額を確定し、海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助

金補助金額確定通知書（第１２号様式）により、交付決定者に通知するものとす

る。 

（請求及び交付） 

第１８条 前条第２項に定める海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補

助金補助金額確定通知を受けた交付決定者は、海老名市住宅確保要配慮者専用賃貸

住宅家賃低廉化補助金請求書（第１３号様式）により速やかに市長に低廉化補助金

の交付を請求するものとする。 

２ 市長は前項の請求を受けたときは、速やかに低廉化補助金を交付するものとす

る。 

（取消） 

第１９条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第１０条

の決定又は第１６条の承認を取り消すことができる。 

(１) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を

継続する必要がなくなったとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。 

(３) 補助の対象とする事業を廃止したとき。 



(４) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(５) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反し

たとき。 

(６) この要綱の規定の基づく報告等を怠り、又は市長の指示に違反したとき。 

（７) その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により決定又は承認を取り消すときは、海老名市住宅確保要

配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付決定取消通知書（第１４号様式）により

交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第２０条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、海老名市住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金返還請求書（第１５号様式）により、交付決定者

にその返還を命ずることができるものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第２１条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に

供することはできないものとする。 

（地位の継承） 

第２２条 専用住宅の売買又は所有者に係る相続、合併又は分割があった場合で、当

該住宅の買受人、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法

人若しくは分割により補助対象事業を継承した者が交付決定者から補助金の交付の

継続を希望するときは、当該希望者は、別に定めるところにより、市長の承認を受

けるものとする。 

（転貸の禁止） 

第２３条 交付決定者は、入居者に専用住宅を他の者に転貸又はその入居の権利を他

の者に譲渡させてはならないものとする。 

（報告等） 

第２４条 市長は、この要綱に基づく補助金の交付に関し必要があると認めるとき



は、交付決定者等に対し、報告を求め、又は検査し、若しくは調査することができ

る。 

２ 市長は、前項の報告、検査又は調査により、補助金の交付決定の内容又はこれに

付した条件に従って補助対象事業が実施されていないと認めるときは、当該交付決

定者等に対して期日を指定して是正の措置を命ずることができる。 

（委任） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


